
目

次

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
一

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
八

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
九

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
二
年
五
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

山
口

み
さ
き

青
森
市

青
森
市
大
字
六
枚
橋
字
山
越
四
〇
四
の
三
ほ

か
四
筆

山
口

み
さ
き

青
森
市

青
森
市
大
字
六
枚
橋
字
不
浪
知
二
九
七
ほ
か

三
筆

山
口

み
さ
き

青
森
市

青
森
市
大
字
四
戸
橋
字
富
田
二
二
五
ほ
か
五

筆

山
口

み
さ
き

青
森
市

青
森
市
大
字
六
枚
橋
字
不
浪
知
三
一
九
の
う

ち

倉
内

達
雄

青
森
市

青
森
市
大
字
宮
田
字
玉
水
四
五
一

株
式
会
社
一
戸
農
園

平
川
市

平
川
市
蒲
田
玉
田
一
の
二
ほ
か
五
筆

青
森
県
報
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号
外
第
六
十
二
号

令
和
二
年五

月
二
十
七
日
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曜
日
）



株
式
会
社
一
戸
農
園

平
川
市

平
川
市
蒲
田
玉
田
四
六
ほ
か
二
筆

株
式
会
社
一
戸
農
園

平
川
市

平
川
市
蒲
田
玉
田
四
五
の
一
ほ
か
三
筆

株
式
会
社
一
戸
農
園

平
川
市

平
川
市
日
沼
樋
田
七
八
の
一

株
式
会
社
一
戸
農
園

平
川
市

平
川
市
日
沼
樋
田
三
〇
の
一
ほ
か
三
筆

株
式
会
社
一
戸
農
園

平
川
市

平
川
市
日
沼
高
田
七
五
ほ
か
三
筆

株
式
会
社
一
戸
農
園

平
川
市

平
川
市
蒲
田
豊
富
一
九
の
一
ほ
か
一
筆

有
限
会
社
グ
リ
ー
ン

サ
ー
ビ
ス

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
大
字
姥
萢
字
桜
木
四
七
四
ほ
か

五
筆

澁
谷

秀
明

北
津
軽
郡
鶴
田
町

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
上
桂
井
一
五

七
ほ
か
十
二
筆

は
る
と
も
農
園
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
清
水
七
八
の
二
三

八
ほ
か
二
筆

は
る
と
も
農
園
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
里
ノ
沢
一
一
七
ほ

か
一
筆

十
和
田
ア
グ
リ
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
野
崎
四
〇
の
六
二

十
和
田
ア
グ
リ
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
稲
吉
一
二
一
の
四

三
ほ
か
二
筆

十
和
田
ア
グ
リ
株
式

会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
稲
吉
一
五
の
二
七

三

箕
輪

展
忠

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
下
二
一
四
ほ
か

十
筆

中
村

義
信

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
米
田
字
岡
谷
地
尻
五
五
の
一

ほ
か
一
筆

中
野
渡

正

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
山
屋
一
九
の
五

鳥
谷
部

徹

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
向
中
野
川
向
一
一
〇
の
三

ほ
か
一
筆

鳥
谷
部

徹

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
金
沢
平
二
五
八
の
五
ほ
か

三
筆

佐
々
木

洋
介

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
九
四
四
の
一
ほ
か
八

筆

佐
々
木

洋
介

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
一
〇
三
一
の
一
ほ
か

九
筆

新
井
山

哮

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六
戸
町
大
字
上
吉
田
字
入
口
二
三
の

一
ほ
か
六
筆

田
中

豊
日

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
丈
の
端
一
三
〇
ほ
か
五

筆

丸
末
農
業
生
産
株
式

会
社

三
戸
郡
三
戸
町

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
梅
内
字
権
現
林
七
〇
の

一
ほ
か
一
筆

山
下

喜
吉
美

三
戸
郡
三
戸
町

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
山
田
二
四
の
二

ほ
か
一
筆

田
中

聡

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
家
ノ
下
一
三

三

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
柳
谷
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

柳
谷
光
義

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
九
七
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
六
九
二
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
三
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
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令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

グ
リ
ー
ン
開
発
機
工
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

森
山
義
弘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
新
田
三
丁
目
一
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
〇
〇
八
五
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
三
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
工
建

二

代
表
者
の
氏
名

山
中
雅
意

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
赤
坂
二
丁
目
三
一
の
一
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
一
〇
〇
八
四
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に

よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
興
電
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

菊
池
文
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
三
四
三
の
三
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
一
六
五
六
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
四
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
丸
英
佐
藤
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
由
美
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中
字
上
野
四
八
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
五
九
六
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
丸
英
佐
藤
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
由
美
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中
字
上
野
四
八
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
一
五
九
六
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

舗
装
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

清
藤
ブ
ロ
ッ
ク
建
設

二

氏
名

清
藤
富
江

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
清
水
森
字
下
川
原
六
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
二
八
二
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

商
号
又
は
名
称

建
築
設
計
フ
ォ
ー
ム

二

氏
名

桑
田
直
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
田
園
一
丁
目
八
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
一
四
四
八
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

山
武
北
山
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

北
山
肇

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
清
川
二
四
二
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
二
〇
〇
四
六
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
防
水
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一

般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

サ
ン
エ
ー
ス
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

三
上
哲
也

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
賀
田
一
丁
目
三
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
二
〇
〇
六
九
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
セ
ー
フ
テ
ィ
テ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

相
馬
敏

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
四
の
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
二
〇
〇
六
六
四
号
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五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
二
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
三
栄

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
仁

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
稲
村
三
四
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
二
〇
〇
七
八
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

原
田
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

原
田
フ
ク
イ

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
津
賀
野
字
宮
崎
一
九
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
三
六
一
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事

業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
四
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
幸
和

二

代
表
者
の
氏
名

市
村
美
香

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
大
沢
下
三
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
三
〇
〇
六
二
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
三
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ

ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
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令
和
二
年
三
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
佐
藤
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
裕
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
田
子
四
の
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
三
〇
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
佐
藤
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
裕
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
田
子
四
の
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
七
）
第
一
三
〇
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事

業
、
舗
装
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
造
園
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ど
り
ー
む
テ
ク
ノ

二

代
表
者
の
氏
名

高
森
和
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
桔

野
工
業
団
地
三
丁
目
六
の
三
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
三
〇
〇
三
六
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

房
間
建
設

二

氏
名

房
間
忠
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
大
字
鳥
屋
部
字
下
屋
敷
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
一
六
五
八
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
五
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の

許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
二
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ホ
ー
ム
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

中
市
政
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
下
長
二
丁
目
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
三
〇
〇
二
六
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
五
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
及
び
内

装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

千
葉
住
建

二

氏
名

千
葉
晃
久

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字
常
盤
一
一
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
四
〇
〇
四
一
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
三
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
外
崎
配
管
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤
禎
之

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
烏
森
五
八
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
三
一
）
第
七
四
八
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装

工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
水
道
施
設
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
特

定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
四
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
古
川
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

古
川
龍
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里
字
紅
葉
坂
一
六
五
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
二
六
二
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
管
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係

る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

木
村
建
設

二

氏
名

木
村
強
喜

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
建
石
町
字
島
田
一
三
七
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
一
）
第
一
六
九
二
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
十
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

吉
田
建
築
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

吉
田
隆
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
前
平
一
丁
目
一
〇
の
四
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四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
五
〇
〇
五
九
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

吉
田
建
築
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

吉
田
隆
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
前
平
一
丁
目
一
〇
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
五
〇
〇
五
九
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

柏
崎
興
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

柏
崎
妙
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
字
古
間
木
山
一
四
二
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
九
）
第
九
八
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


